
 

 

  

支部交流事業を新型コロナウイルスの感染状況を見な

がら，来年度も実施予定です。こんな講座を受けてみたい，

こんな団体の見学に行ってみたい，こんなことをやりた

いなど要望がございましたら，ぜひ事務局までお知らせ

ください。 
 

 地域づくり団体全国協議会が実施する支援事業の募集

について，令和 3 年度の実施要綱が通知されましたので

概要をお知らせします。詳細及び申請様式等は宮城県地

域づくり団体協議会石巻支部のホームページに掲載しま

した。助成対象団体は一般財団法人地域活性化センター

の賛助会員(年会費 3,000円)である必要があります。 

■地域づくり団体活動支援事業 

助成対象事業 

１）助成対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりのた

めに講師等を招聘して開催する研修会の事業(多数の聴

講者を対象とし、営利を目的としないもの)とする。 

２）助成対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりや団

体の内部体制強化等のためにアドバイザー等を招聘し

て指導もしくは助言を受ける事業とする。 

助成金 

助成金の額は，15万円を上限とする。 

助成対象経費 

 助成対象団体が助成対象事業を実施するために要する

経費で，次に掲げるものとする。 

１）謝金 

謝金助成限度基準表に定める10万円を限度とする。 

２）旅費 

実際に事業に要する交通費及び宿泊費（日当は含ま

ない。）と，全国協議会規程第５条に基づき「一般財

団法人地域活性化センター旅費規程」を準用して算出

した交通費及び宿泊費とのいずれか小さい額とし，

10万円を限度とする。 

■地域づくり団体 

クラウドファンディング活用支援事業 

助成対象事業 

１）助成対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりの 

ためにクラウドファンディングを活用し，支援総額が 

 

 

 

  

目標金額を達成した事業とする。 

２）令和３年 4月 1日から同年 12 月 31日までにク

ラウドファンディング企画の支援募集が終了する事業

とする。 

３）クラウドファンディングの目標金額が 30万円以上

のものとする。 

助成金 

１）助成金の額は，目標金額の 25％または 25万円のい

ずれか低い額を上限とする。 

２）助成金の額は，助成対象経費の 100％以下とする。 

助成対象経費 

 助成対象団体が助成対象事業を実施するために要する

経費で，次に掲げるものとする。 

１）アドバイザー招聘費 

アドバイザー招聘に要する謝金及び旅費の額とし，

15万円を上限とする。 

①謝金：助成限度基準表に定める金額の範囲内で実際

に事業に要する額とし，10万円を限度とする 

②旅費：実際に事業に要する交通費及び宿泊費（日当

は含まない。）と，全国協議会規程第５条に基づき

「一般財団法人地域活性化センター旅費規程」を準用

して算出した交通費及び宿泊費とのいずれか小さい額

とし，10万円を上限とする。 

２）広報費 

クラウドファンディング活用における広報に要する

額とし，15万円を上限とする。 

３）リターン品に係る経費 

支援に対するリターン品に係る経費に要する 2 分の

１の額とし，10万円を上限とする。 

４）支払手数料 

クラウドファンディング事業者に支払う手数料の 2

分の１の額とし，10万円を上限とする。 

 

令和３年 3月 1日から同年 12月 31日まで 

  の期間で交付申請を受付けていますが，助成金の 

累計が予算額に達し次第受付を終了します。 

   助成金の申請を予定している団体は，お早めに 

ご連絡，申請いただきますようお願いいたします。 

（アポージオとはイタリア語で，支援・応援を意味する言葉です。） 

令和３年３月発行 

編集・発行 みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部 



 

 

放課後子どもクラブ Bremen 

「withコロナと放課後児童クラブ」講演会 

 令和３年２月７日（日）の１０時より石巻中央公民館に

て，地域づくり講演会を行いました。以前より石巻市の放

課後児童クラブのあり方について調査されている和洋女

子大学の田口久美子教授にお話をいただきました。 

 コロナ禍の最中でもあり，感染予防対策として Zoom

で映像と声をつなぎ、入場制限をしての実施でした。まさ

に withコロナにふさわしい講演です。 

 内容は，昨年度末に石巻市の公立児童クラブ支援員 

６２名に頂いたアンケート結果やこれまで実施した児童

・保護者への調査を元に，このコロナ禍をどのように乗り

越えたらよいか，と考えるものでした。 

 コロナ禍による分断が生活を破壊することのないよう

に，互いを思いやり，信頼し協力し合うことで乗り越えて

いこうという内容でした。保護者・支援員・市議会議員・

NPO 関係者などスタッフを含め関心のある方１２名が

熱心に耳を傾け，講演会後も会場を変え議論が白熱しま

した。 

     

     

     

     

  

「みやぎ地域づくり団体協議会」は環境，産業振興，地

域交流，観光，人材育成，文化，スポーツなど，様々な分

野で地域活性化のために活動している団体で構成してい

ます。東部地方振興事務所には，その「石巻支部」を設置

しており，東松島市，石巻市，女川町内で活動する団体が

会員となっています。 

開催する各種イベントやセミナーのご案内，助成金に

関する情報提供を行っています。 

◆会員資格◆ 

 宮城県内で地域づくり活動を実践している民間の団体 

であれば，県協議会に入会でき，石巻県域内に活動の拠点 

がある会員は，みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部会

員になることができます。 

 代表者及びご担当，住所，電話番号，メールアドレス等

連絡先に変更があった場合は，所定の様式で報告いただ

くことになっておりますので，その際は事務局までご連

絡ください。 

 

 会員の皆様から寄せられた活動情報を，随時県のホー

ムページに掲載いたします。是非ご活用ください。 

ホームページや情報紙への掲載希望がありましたら，

随時みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部事務局までご

連絡ください。 

Appoggio（アポージオ）は，次回令和３年９月発行

予定です。 

全国協議会運営主体の（一財）地域活性化センターでは，

平成 30 年度から，活発に活動を行う地域づくり団体へ

の支援をより適切に行っていくために，賛助会員（年会費

3,000円）の募集を行っています。 

 賛助会員になると，月刊情報誌「地域づくり」の「特集

編」「別冊」の送付を受けられるほか，同誌への団体紹介

記事の掲載，全国協議会が交付している各種助成金の申

請を行うことが可能です。全国協議会会員に関する賛助

会員の違いは以下の表のとおりです。 

 

みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部事務局 

宮城県東部地方振興事務所 地方振興部内 

担当：真壁，廣瀬 

TEL 0225-95-1767 

FAX 0225-95-1471 

E-mail et-sinbk2@pref.miyagi.lg.jp 

HPhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et

-sgsin-e/tiikidukuri.html 

 

 

 

賛助会員
賛助会員でない
全国協議会会員

申請可 申請不可

本編 送付あり 送付あり

別冊 送付あり 送付なし

特集編 送付あり 送付なし

月刊情報誌
「地域づくり」

全国協議会会員について

全国協議会助成事業
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